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診療報酬点数表において「指導内容」や「管理内容」，「診

療時間」などを診療録に記載することと定められている

項目においては，必ずカルテにポイントを記載する必

要があります。

解 説

□  医師法施行規則や療養担当規則では，法律上記載しなければならない項目

が定められていますが，診療報酬において，特に医学管理料では「指導内容」

や「管理内容」を記載しなければなりません。この記載がないと行政指導時

に架空請求と指摘される原因となります。

◎ 医学管理料

　•指導内容，管理内容等

◎ 精神科専門療法

　•診療内容，診療時間等

POINT

診療の対価（診療報酬）とカルテ記載の 
必須事項は？12

保険診療のルール
第2章
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＜医学管理B000，B001において診療録に記載の必要がある主な項目＞

名　称 記載項目

特定疾患療養管理料 管理内容の要点

ウイルス疾患指導料 指導内容の要点

特定薬剤治療管理料1，2 薬剤の血中濃度，治療計画の要点

悪性腫瘍特異物質治療管理料 腫瘍マーカーの検査結果及び治療計画の要点

小児特定疾患カウンセリング料 当該疾病の原因と考えられる要素，診療計画
及び指導内容の要点等カウンセリングに係る
概要

小児科療養指導料 指導内容の要点

てんかん指導料 診療計画及び診療内容の要点

難病外来指導管理料 診療計画及び診療内容の要点

皮膚科特定疾患指導管理料 診療計画及び指導内容の要点

外来栄養食事指導料
入院栄養食事指導料
集団栄養食事指導料

管理栄養士への指示事項

心臓ペースメーカー指導管理料 計測した機能指標の値及び指導内容の要点

在宅療養指導料 保健師，助産師又は看護師への指示事項

高度難聴指導管理料 指導内容の要点

慢性維持透析患者医学管理料 特定の検査結果及び計画的な治療管理の要点

喘息治療管理料2 指導内容の要点

小児悪性腫瘍患者指導管理料 治療計画及び指導内容の要点

糖尿病合併症管理料 糖尿病足病変ハイリスク要因に関する評価結
果，指導計画及び実施した指導内容

耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 診療計画及び指導内容の要点

がん性疼痛緩和指導管理料 麻薬の処方前の疼痛の程度，処方後の効果判
定，副作用の有無，治療計画及び指導内容の
要点

がん患者指導管理料 指導の内容の要点

小児運動器疾患指導管理料 毎回の指導の要点

上記以外にも診療録に指導内容等を記載する旨の規定がある項目があります。点数表にて
確認して下さい。
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平成30年改定から，情報通信機器を活用した診療（オ

ンライン診療）として新規4項目（オンライン診療料，

オンライン医学管理料，オンライン在宅管理料，精神

科オンライン在宅管理料）が設けられました。

オンライン診療料を算定するに当たっては，原則，対

面診療，有効性や安全性等への配慮，施設基準におい

ては「緊急時に概ね30分以内に診察可能な体制」を確保

することなどが挙げられています。

解 説

□  オンラインによる診療に対しての評価は，①オンライン診療料，②オンライ

ン医学管理料，③オンライン在宅管理料，④精神科オンライン在宅管理料が

新設されました。

□  電話だけでは状況を医師に伝えることが難しい場合も，映像により状態の

把握ができることや，通院は困難だが在宅医療を頻回に依頼するほどではな

い患者にも対応できるので，重症化前の早期対応が可能となります。医師，

介護者の負担の軽減にもつながります。

オンライン診療料算定時の留意点は？
26

診療報酬請求の各項目ポイント〈特掲診療料 ▶ 医学管理等〉
第4章
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各
項
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イ
ン
ト
〈
特
掲
診
療
料
▼ 

医
学
管
理
等
〉

〈オンライン診療料〉

◎  対象患者

①既定の医学管理等（下記［参考］）の算定対象者

② 下記［参考］の管理に係る初診から6月間経過した患者

（6月間は同一医師による対面診療）。ただし，初算定

月から6月以上経過している場合は，直近12月以内

に6回以上の対面診療も可。

◎情報通信機器

①医療機関に設置された情報通信機器

② 患者さまが利用する機器の費用は，療養の給付と直接

関係のないサービス等の費用として別途徴収

POINT

［参考］■オンライン診療料／医学管理料の算定要件等

項目名 オンライン診療料 オンライン医学管理料

点数 70点（月1回） 100点（当該期間の月数）（月1回）

算定要件等

連続2月まで算定可 前回受診の翌月から今回受診の前月
が2月以内の場合算定可

該当項目※1，2に関する管理を，
初診から6月以上実施

該当項目※1に関する管理を， 初診
から6月以上実施

初診料，再診料，外来診療料，
在宅患者訪問診療料（Ⅰ），在
宅患者訪問診療料（Ⅱ）と同月
算定不可

• 該当項目※2の管理料を算定してい
る月は，同月算定不可

•次回受診月に，まとめて請求

対象患者 該当項目※1，2のいずれかを算
定している患者

該当項目※2の医学管理を継続的に
行っている患者

※1 特定疾患療養管理料，小児科療養指導料，てんかん指導料，難病外来指導管理料，糖尿病透
析予防指導管理料，地域包括診療料，認知症地域包括診療料，生活習慣病管理料

※2在宅時医学総合管理料，精神科在宅患者支援料
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1処方において投与される抗不安薬，睡眠薬，抗うつ薬，

抗精神病薬の投薬（臨時投薬は除く）において，規定の種

類数以上を処方した場合に処方料・処方箋料・薬剤料の

算定がその他の処方内容の算定と異なります。

規定の4つの内容（p180，181に示した＜留意事項＞①～

④の場合）は多剤投与をしていても減算にはなりません。

解 説

□  対象となる薬剤は，抗不安薬・睡眠薬・抗うつ薬・抗精神病薬になります。

◎ 処方料，処方箋料，薬剤料の算定に関連する

①3種類以上の抗不安薬

②3種類以上の睡眠薬

③3種類以上の抗うつ薬

④3種類以上の抗精神病薬

⑤4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬

1処方につき，左記
の薬剤を投与した場
合の算定に留意する

POINT

向精神薬の多剤投与であっても，減額（減
算）にならない除外内容がある？57

診療報酬請求の各項目ポイント〈特掲診療料 ▶ 投薬〉
第4章
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＜点数の構成＞

●薬剤料の減算については院内処方が対象

●  対象薬剤については把握が必須となります。院内の採用薬剤情報の共有が

必要です。

●  「3月に1回」7月，10月，1月，4月に規定の様式（別紙様式40）により向

精神薬多剤投与の状況を報告することになっています。

◎ 種類数のカウントは商品の銘柄ではなく，一般名で数

えます〔p181～183＜対象となる薬剤＞一覧〕

◎ 減算にならない場合レセプトにその旨を記載する
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レセプトは患者さまが加入する医療保険の種類別に審

査代行機関である「社会保険診療報酬支払基金」と｢国

民健康保険団体連合会｣に提出し，毎月診療報酬請求を

行います。その審査代行機関においてレセプトの審査・

査定や返戻が行われます。

解 説

□  近年はレセプトオンラインシステムの導入や，レセプト電子システムの導

入で紙のレセプトが減少しています。また，レセプトの不備を見つけるソフ

トも開発され，レセプト点検業務のできるスタッフが少なくなりつつある点

でも，返戻や査定になるレセプトが発生しています。

◎  返戻とはレセプトが戻ってくること

◎  査定とはレセプトを審査されて増減点処理されること

◎  過誤調整は保険者（レセプトの届く先）からの査定を

受けて増減点の相殺を受けたレセプト

POINT

返戻と査定・過誤調整ってどう違う？
105

レセプト審査・行政指導
第6章
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＜レセプト請求で使用される用語＞

•返戻

•査定

•取り下げ依頼

＜レセプトの流れ＞

レセプト請求

療
養
の
給
付

保
険
証
の
提
示・

一部
負
担
金
の
支
払
い

レ
セ
プ
ト
請
求

レ
セ
プ
ト
の
審
査・査
定

医
療
費
の
入
金

（
過
誤
調
整
で
入
金
）

レセプトの審査・査定
医療費の入金

保険医療機関 社保「支払基金」
国保「連合会」

保険料の納付

保険証の発行

患　者
（被保険者及び被扶養者）

各保険者
（社会保険・国保等）

審査代行機関


